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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リアルに三次元的に動く乗り物、特に航空機の制御方法を学習するために特別な迫真感
を備えたシミュレーターの操作装置であって、
　前記装置は、
ａ）　シミュレートされるべき前記乗り物を模した、実際の操縦者によって制御される構
成要素を有する乗り物の操縦室（４）であって、一方では６軸ロボット（１）に結合され
、他方では、長手方向の直進運動のための装置（５）に直交する方向に可動に取り付けら
れた横方向の直進運動のための装置（６）を介して地面に取り付けられ、
ｂ）　前記乗り物の操縦室（４）の輪郭を模した、ＯＬＥＤ技術に基づいたシミュレート
された外部の景色を伝達するために用いられるディスプレイ、
ｃ）　実際に起こる危険な状況をシミュレートするための、人工的に煙を発生させ（１２
）、振動を起こし、音を発生させ、発光現象を発生させる（１４）制御可能なシステム、
ｄ）　人の緊張反応を検出するための、皮膚の電気抵抗を検出し（１０）、人の動き及び
表情を検出する（１６）制御可能なシステム、
ｅ）　前記乗り物の操縦室の実際の動きを検出するためのセンサー（１７）、及び
ｆ）　前記シミュレーターを外部から操作し及び制御するシステムであって、飛行訓練者
の反応を記録するシステム
を備えたことを特徴とするシミュレーターの操作装置。
【請求項２】
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　シミュレートされた外部の景色を表示するために、ＯＬＥＤ技術に代えて、航空機のコ
ックピット（４）の外側に配置された投影面上にプロジェクタｂ）により投影された表示
を用いることを特徴とする請求項１に記載のシミュレーターの操作装置。
【請求項３】
　モジュールシステム（１３）により、たやすく交換できる方法により、使用されている
航空機のキャビン（４）の操縦者用制御パネルを、シミュレートされる航空機の種類に瞬
時に適合させることができることを特徴とする請求項１又は２に記載のシミュレーターの
操作装置。
【請求項４】
　特にヘリコプターパイロットの訓練の目的のために、地上の地図を表示するためのさら
なる投影面を備え、前記航空機のコックピット（４）は透明な床板の上に設置されている
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のシミュレーターの操作装置。
【請求項５】
　危険な状況をシミュレートするための軍事分野における訓練の目的のために、軍事技術
、音響、光学及び機械的性質に関連するパラメータが訓練プログラム中に用意されている
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のシミュレーターの操作装置。
【請求項６】
　リアルに三次元的に動く乗り物、特に航空機の制御方法を学習するために特別な迫真感
を備えたシミュレーターの操作方法であって、
ａ）　シミュレートされるべき前記乗り物を模した、実際の操縦者によって制御される構
成要素を有する乗り物の操縦室（４）が、地面上で直交する２方向に移動されうる６軸工
業ロボット（１）による外部の操縦者制御ユニットによって動かされ、
ｂ）　シミュレートされた外部の景色が、通常の透明な航空機のコックピットの代わりに
ＯＬＥＤ技術を用いたディスプレイによって、飛行訓練者に伝達され、
ｃ）　実際に起こる危険な状況をシミュレートするために、人工的に煙を発生させ（１２
）、振動を起こし、音を発生させ、発光現象を発生させる（１４）制御可能なシステムが
用意され、
ｄ）　人の緊張反応を検出するために、皮膚の電気抵抗を検出し（１０）、人の動き及び
表情を検出する（１６）制御可能なシステムが用意され、
ｅ）　使用される操縦者用制御パネルが、モジュールシステム（１３）によって、シミュ
レートされる航空機の種類に合わせて瞬時に適合される
ことを特徴とするシミュレーターの操作方法。
【請求項７】
　シミュレートされた外部の景色を表示するために、ＯＬＥＤ技術に代えて、航空機のコ
ックピット（４）の外側に配置された投影面上にプロジェクタにより投影された表示を用
いることを特徴とする請求項６に記載のシミュレーターの操作方法。
【請求項８】
　プログラムをコンピュータで実行させたときに請求項６及び７のいずれか一項に記載さ
れた方法を実施するためのプログラムコードを有するコンピュータプログラム。
【請求項９】
　プログラムをコンピュータで実行させたときに請求項６及び７のいずれか一項に記載さ
れた方法を実施するためのコンピュータプログラムのプログラムコードを有する、機械で
読み取り可能な媒体。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特別な迫真感を備えたフライトシミュレーターを操作するための装置及び方
法に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　DE 10 2008 023 955 B4には、航空機、陸上車両又は船舶での出来事や行為をシミュレ
ートする方法及びシミュレーションシステムが記載されている。この発明は、動作に必要
なデータはリアルタイムでないシミュレーションプログラムによってのみ得られるけれど
も、シミュレーション装置をリアルタイムに動作させるという目的に基づいており、デー
タ処理に起因する待ち時間が補償されている。このような理由で、現実の世界における行
為に実際に要求される時間は、リアルタイムであるべきであると理解されている。リアル
タイムという語句は、プログラム又は制御装置の特定の速さや処理能力を意味するもので
はなく、その代わりに、その間にシステムが反応しなければならない時間フレームのみを
定義する。待ち時間という語句は、ある動作から期待された反応が生じるまでの時間、い
わゆる遅延時間を意味する。この特許において、ちょうどいいタイミングでデータを受領
できなかったときに生じるデータの隙間は、経験値からのデータ又は前に実行されたシミ
ュレーションプログラムからのデータによって置き換えられ、このデータはリアルタイム
シミュレーション装置の動作制御装置に伝送されるという事実に対して保護が与えられて
いる［００４６］。フライトシミュレーターの機械的な構造の特定の改良の詳細は、ここ
では必要でない。
【０００３】
　DE 600 20 466 T2には、高速で、且つ、高加速で４自由度を有する可動板がシフトする
という問題、及び高い度合いの剛性と精度を有する可動板の位置決めするという課題を解
決する、４自由度を有するパラレルロボットと呼ばれるものが記載されている。ここでは
、パラレルロボットという語句は、多数のアクチュエータが平行に配列されたロボットを
指すために用いられ、そのようなロボットは、例えば自動車用の走行シミュレーターに使
用することができる。先行技術に関して、この文献は、６自由度を有し、US 5 333 514及
びUS 5 715 729などに開示されたフライトシミュレーターに用いられるパラレルロボット
を明示している。DE 600 20 466 T2に提案された課題を解決するために、パラレルリンケ
ージ（３）、可動プラットフォーム（４）、連結部品（４２）及び運動要素（３３）の特
定の配置からなるパラレルロボットが記載されている。フライトシミュレーターにおける
このようなロボットの使用は、ここでは言及されていない。
【０００４】
　WO
96/26 512 A（利用可能な対応ヨーロッパ出願の翻訳としてDE 696 23 410 T2）は、航空
機を操縦するときにパイロットが感じるリアルな動きをより正確にシミュレートするとい
う課題に基づいた、改良されたフライトシミュレーターを開示している。これは、支持装
置（１０２）とピッチング動作軸を備えたピッチング動作支柱（１１４）を有する動作シ
ミュレーターに基づいており、ピッチング動作支柱（１１４）は支持装置に回転可能に結
合されており、動作シミュレーターは以下のものを備えている。
　ピッチング動作軸に直交するローリング動作軸を備え、ピッチング動作支柱（１１４）
に回転可能に結合されたローリング動作支柱（１３４）と、重心を有する訓練者用キャビ
ン（１６０）、ここで、訓練者用キャビン（１６０）は、訓練者用キャビンの重心がピッ
チング動作軸から引き離されるようにローリング動作支柱に保持されている。
【０００５】
　上記課題を解決するために、このフライトシミュレーターの場合、ローリング動作軸に
垂直な面において、ピッチング動作支柱（１１４）に対してローリング動作支柱（１３４
）が完全に回転しうるように、ローリング動作支柱（１３４）がピッチング動作支柱（１
１４）に回転可能に結合されているという事実に対して保護が与えられている。この特長
は、達成されるべき効果に関してのみ詳細に記載され、具体的な実施例の詳細は記載され
ていないことはさておき、ここに記載されたフライトシミュレーターは、さらに改良の余
地があることを明らかにしている。
【０００６】
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　それゆえ、本発明に係る装置及びそれに対応した方法は、リアルに三次元的に動く乗り
物、特に航空機の制御方法を学習するために、シミュレーターの操作に特別な迫真感を達
成させることができる装置及び方法を提供するという目的に基づいている。また、学習過
程に同伴するインストラクターに対して、学習の進度及び訓練者の負担の度合いを客観的
にモニターすることを可能にすることも目的としている。
【発明の開示】
【０００７】
　この目的は、請求項１に記載された装置及び請求項６に記載された方法によって達成さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係るシミュレーターの側面図
【図２】投影状態を示す側面図
【図３】人間の反応を検出するために講じられた追加のシミュレーション装置及びシステ
ムを示す図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明に係る装置について、図面を参照しつつ説明する。本発明の基礎を成す概念は、
一方では、リアルに実際に起こりうる、乗り物、特に航空機のキャビンにおける状態を、
二次元的に動くことができる特別な６軸ロボットによってシミュレートすることである。
他方では、操縦中に予想されるべき周囲環境の現実的な表現によって、予想される困難の
リアルなシミュレーションを訓練者に提供することである。代わって、インストラクター
には、訓練者の肉体的状態をデータ表現することによって、訓練者の肉体的及び心理的負
担及び／又は負担に耐えうる能力の迫真感が常時提供される。
【００１０】
　図１に示された本発明に係るシミュレーターの側面図は、発明的概念の主要な新規性を
明らかにしている。６軸ロボット１は、一方では、アダプター板３を介して乗り物のコッ
クピット４及びその出入口２に直接的に結合されており、他方では、横方向の直進動作を
行うための装置６にしっかりと固定されている。この装置６によって可能な横方向の動き
は、慣習的な矢の記号によって表されている。装置６が装着されている長手方向の直進動
作のための装置５の動きは、両側矢印によって描かれている。装置６と５の組合せによっ
て、ロボット１の動作とは別に、長手方向と横方向における航空機のキャビン４の加速さ
れた動作を同時に可能にする。ここで、長手方向は、航空機、即ち、いわゆる航空機のキ
ャビン４の長手方向によって定義される。例えば旅客機などの航空機における状態のシミ
ュレーションは、シミュレーターによって成される最大の要求を含むことが期待されてい
るので、その場合について以下に詳細に説明する。
【００１１】
　旅客機又はその他の翼を有する航空機の重心は、おおよそこれらの翼の中心の領域にあ
る。重心とは、そのような航空機の全重量が合成され、航空機全体がその周りに回転され
うると仮定される点である。しかしながら、一般的に、パイロットの座席は航空機の重心
から離れた場所に位置しており、航空機の重心に対して飛行方向の前方にシフトし、上方
に移動している。このことは、例えば航空機が離陸するときに、パイロットは、航空機の
重心の通常の動きを経験するのではなく、実質的に、パイロットの座席と航空機の重心と
の距離に起因する余分なトルクを経験することを意味する。
【００１２】
　図１に示す例では、これは、前後方向の直進運動のための装置５とフライトシミュレー
ターの航空機のコックピットにおける座席４との距離に相当する。それゆえ、離陸過程を
シミュレートするために、本発明に係るシミュレーターを用いて、長手方向の直進動のた
めの装置５により乗り物のコックピット４を長手方向に動かすことが可能である。６軸ロ
ボット１は、乗り物を離陸させるときの通常の組み合わされた上昇動作と旋回動作を実行



(5) JP 5705320 B2 2015.4.22

10

20

30

40

50

する。この目的のために、装置５は、直進モードにおける自然な加速を伴うように動かさ
れることができる。横方向の直進運動のための装置６が長手方向における直進運動のため
の装置５に搭載されている結果、２つの装置の組み合わされた加速運動が個別に及び同時
に可能である。
【００１３】
　横方向の直進運動のための装置６を使用するために、以下の具体例を引用する。この通
常の離陸過程の場合、離陸過程中、航空機は剪断風や危険なレベルの横風による影響を受
けることもシミュレートされるべきであり、横方向の直進運動のための装置６の追加的使
用により、より現実に近い状態でシミュレートすることができる。これに関して、長手方
向の直進動のための装置５と横方向の直進運動のための装置６によるそのようなシミュレ
ーションは、各装置が構成されている移動距離の間だけで生じうることは自明である。し
かしながら、実際のところ、長手方向の直進動のための装置５の移動距離は、横方向の直
進運動のための装置６の移動距離よりも長くなるように作られている。通常、剪断風は突
風のように短時間しか生じないので、このことは、現実の要件にも対応している。特に、
航空機が離陸又は着陸するときの予期せぬ剪断風の発生は、容易に事故を誘発するので、
より現実に近い条件で本発明に係るシミュレーターによりシミュレートされるべきである
。
【００１４】
　図２は、乗り物のコックピット４におけるシミュレートされた外部の景色を投影した状
態の概略を示す側面図である。符号１５は、ここでは、フレキシブルなスクリーンとして
、それぞれの乗り物のコックピット４の輪郭に適合可能なＯＬＥＤの外観を表す。ＯＬＥ
Ｄとは、「有機発光ダイオード」の略語であるが、ここでは、一方では出力密度及び発光
密度が低く、他方では単結晶材料を必要としない点で有機発光ダイオードとは異なる、有
機半導体材料で作られた低粘度発光部品を意味する。ＯＬＥＤ技術は、スクリーン及びデ
ィスプレイとして非常に優れている。他の用途としては、大面積空間照明に適する。シミ
ュレートされた外部の景色を描写する他の可能性のある方法は、乗り物のコックピット４
の外側に配置された投影面にプロジェクタにより外部の景色を投影することである。
これに関しては、http://en.wikipedia.org/wiki/Cave_Automatic_Virtual_Environment
参照。
【００１５】
　側面図において、この場合、前方の投影面９、右側の投影面８及び天井部の投影面７が
見えている。これらの投影面は、乗り物のキャビン４に結合されるか、又はシミュレーシ
ョン空間に設置されることができる。後者の場合、これらの投影面は、空間的寸法におい
て、それ相当に大きくなければならない。まっすぐな奥行き特性を有する描写されるべき
シーンを、接合稜線が直線的に走る、境界を接する投影面に投影を可能にするという目的
に好適な投影方法が存在し、全体画像を表示するために、直線的に走る接合稜線を比較的
簡単な計算によって見えなくすることができる。この見えなくすることは、比較的正確に
定義された投影領域の隣接する稜線を用いたコンピュータによって「計算によって除外す
る」ことによって実行される。ヘリコプターパイロットを訓練するために、本発明に係る
フライトシミュレーターを用いるためには、地上の地図を描いたさらなる投影面を用意す
るために、特別な改良が必要である。この場合、航空機のコックピット４は、別の透明な
床板の上に備え付けられる。
【００１６】
　図３は、人の反応を検出するための改良された別のシミュレーション装置及びシステム
の描写を示す。機内で発生した火災をシミュレートする目的のために、煙の分散を制御可
能な煙分散器１１を備えた中央の発煙装置１２が設けられている。このシステムを用いて
、このシミュレーションシステムの操縦者に対して、実用上最も重要な航空機のコックピ
ット４の特定の場所から決められた種類及び強さの煙を発生させることができる。また、
特定の具体例においては、実際の日常の条件で起こりうるように、例えば、推進装置の故
障に起因する振動など、乗り物のコックピット４の全体を制御することが可能である。よ
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、複合ラウドスピーカーによる付加的な音響環境が飛行訓練者のために用意されている。
判りやすくするために、対応する装置は、個別には描かれていない。キャビンを照明する
装置１４は、シミュレートされた迫真感に合わせて、色及び強さ（点滅灯）に関して、直
接制御する方法で又はプログラムされた方法で、変更することができる。飛行訓練者の反
応は、人の動きを検出するための及び／又は表情を検出するための装置１６で検出され、
及び／又は、後に人の反応を評価（行動評価）するために記録される。飛行訓練者の皮膚
の電気抵抗を測定するための測定装置１０は、比較の目的で用いられる。皮膚の電気抵抗
は、操縦桿やその他の制御ユニットの領域において、最も容易に測定することができる。
おそらく存在しているであろう非常スイッチの表面は、この目的のために好適である。
【００１７】
　センサー１７は、実際に実現された乗り物のコックピット４の動きを検出するために用
いられる。センサー１７の出力信号は、それぞれ操作されたシミュレーションプログラム
の訓練ユニットの全体のプロフィールを記録するために用いられる。使用される操縦者用
制御パネルは、シミュレートされる航空機の種類又は乗り物の種類に応じて、スライドユ
ニットを交換する簡単な方式を採用したモジュールシステム１３により、瞬時に適応可能
である。
【００１８】
　その大部分は経験による戦闘機パイロットの潜在能力は、危険な展開に備えるという目
的のためには、この分野では特に重要であるので、本発明に係るフライトシミュレーター
は、軍事目的にも好適であることは明らかである。そのような経験に基づく潜在能力は、
人体を危険にさらすことなく、特別な迫真感を備えた費用対効果の高いフライトシミュレ
ーターを用いた訓練によって得られる。
【００１９】
　複合動作処理の制御及び用いられたセンサーの信号処理は、特別な制御プログラムを必
要とする。
【符号の説明】
【００２０】
　１　６軸ロボット
　２　出入口
　３　アダプター板
　４　乗り物のコックピット、航空機のコックピット
　５　長手方向の直進運動のための装置
　６　横方向の直進運動のための装置
　７　天井部分の投影面
　８　右側の投影面
　９　前方の投影面
　１０　皮膚の電気抵抗を測定するための測定装置
　１１　煙分散装置
　１２　発煙装置
　１３　操縦者の制御パネルを交換するためのモジュールシステム
　１４　キャビン照明システム
　１５　ＯＬＥＤディスプレイ
　１６　人の動きを検出する及び／又は表情を検出するための検出装置
　１７　コックピットの動きを検出するためのセンサー
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